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p.1(仮称)名古屋都心アクセス事業(新洲崎工区)に係る契約手続等について

本日の説明内容
(1)事業概要

(2)契約手続

※本資料に対する質問は受け付けておりません。
※最終の契約手続については、公告時の公告関係資料にて確認して下さい。



p.2(仮称)名古屋都心アクセス事業(新洲崎工区)に係る契約手続等について

本日の説明内容
(1)事業概要

(2)契約手続

※本資料に対する質問は受け付けておりません。
※最終の契約手続については、公告時の公告関係資料にて確認して下さい。
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p.3

• 「名古屋駅周辺交通基盤整備方針」等に基づく名古屋駅へのアクセス向上及び名古屋高速道
路の渋滞対策を目的とした新規の出入口及び渡り線を計画(①新洲崎出入口、②黄金出入口ﾌ
ﾙﾗﾝﾌﾟ化、③丸田町JCT西渡り、④栄出入口、⑤丸田町JCT南渡り）

• ２０２７年のリニア中央新幹線開業を完成目標
• 新洲崎工区（①新洲崎出入口）について、技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ）で
の発注を予定

■概 要

対象箇所(新洲崎工区)

南渡り線

名古屋都心アクセス事業の全体概要



p.4

• 名古屋駅に向けた出入口ランプ４本の追加(北行ON,北行OFF,東行ON,西行OFF)
• 北行ONランプ以外の全てのランプで現道高速上を跨ぐ計画（東行ON,西行OFF
は河川も跨ぐ）

• 平面街路は交通量が多い
• 地下埋設物が非常に多い

■事業の概要

北行ON
北行OFF

至丸田町JCT

至明道町JCT

至名古屋西JCT

堀川

名古屋都心アクセス事業（新洲崎工区）の概要



p.5

本事業の規模は、下記を予定している。

事業規模

事業名 （仮称）名古屋都心アクセス事業（新洲崎工区）

事業場所 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目地内から
愛知県名古屋市中区大須2丁目地内まで

事業内容 設計施工延長3,460m
○上部工
・新設分離桁 2,410ｍ
・既設一体桁 1,050ｍ
○下部工
・新設橋脚 33基
・既設接合部 4基
○擁壁工 一式
○床版工 一式
○仮設工
（堀川桟橋整備等） 一式

主要材料 鋼重 15,590ｔ
コンクリート 19,400㎥
場所打ち杭（Φ1500） 198本
場所打ち杭（Φ2000） 44本
PCウェル（Φ7000） １基

※実施設計の結果により変更される可能性がある

（※１：北ＯＮ，北ＯＦＦの一部橋脚の数量が現時点では
数量に含まれておりません。）

（※１）



p.6
概略工事工程

項目 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

手続き等

詳細設計

工事

舗装・標識工事

リ
ニ
ア
開
通



p.7(仮称)名古屋都心アクセス事業(新洲崎工区)に係る契約手続等について

本日の説明内容
(1)事業概要

(2)契約手続

※本資料に対する質問は受け付けておりません。
※最終の契約手続については、公告時の公告関係資料にて確認して下さい。



p.8
契約手続概要

本事業の契約方法、手続の概要については、下記を想定している。

■契約方式

・「技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ）」

（技術提案・交渉方式は、公募型プロポーザル方式に基づき、提出された技術提案の中から、対象事業に最適な

技術提案の選定を行い、選定された優先交渉権者と実施設計に係る契約及び基本協定を締結した後、実施設計を

進め、基本協定に基づき工事に係る価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合には工事に係る契約を締結するも

の。）

■業務規模及び参考額の提示

・公告時に「実施設計の参考額」及び「工事の参考額」を明示

・実施設計の参考額：実施設計契約額の目安

・工事の参考額：工事の規模の目安

■その他

・「総価契約単価合意方式」の対象事業

・「契約後VE方式」の対象事業
・設計：前払い_有り、工事：前払い_有り、出来高払い_有り
・名古屋高速道路公社と優先交渉権者との間で価格交渉方法等について、

円滑に工事の契約手続きを進めるために、実施設計の契約に合わせて基本協定書を締結する。



p.9
契約手続の基本的な流れ

本事業の契約手続の基本的な流れについては、下記を想定している。

(1)競争参加資格者より技術提案書及び概算設計・工事費内訳書※を提出
(2)必要に応じて技術提案内容に係る技術対話を実施
(3)技術対話の結果を踏まえて、最終技術提案書及び修正概算設計・工事費内訳書※を提出
(4)最終技術提案書を踏まえて、プレゼンテーションを実施
(5)最終技術提案書の技術審査を行い、技術評価点が最も高い者を選定（以下、「優先交渉権者」という。）
(6)優先交渉権者と基本協定及び実施設計契約締結
(7)優先交渉権者による実施設計の成果に基づき、工事費内訳書及び工事費内訳書作成条件を作成し、価格等交渉実施
(8)価格等交渉が成立しなかった場合は、次順位の交渉権者と実施設計契約手続及び基本協定の締結を行い、
以降、協議が成立するまで次順位者以降の者と同様の手続を実施

(9)価格等交渉が成立し、予定価格内で有効な見積書を提出した場合は、工事の契約の相手方として決定

契約手続の基本的な流れ(案)
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「技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)手続の基本フロー

※価格交渉準備の基礎資料とするために用い、技術提案書の評価に用いるものではない。
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p.10
契約手続の概略スケジュール

本事業の契約手続の概略スケジュールについては、下記を想定している。

※上記スケジュールは契約手続の
進捗により変更する場合がある。

令和2年7月上旬 手続開始の公告

令和2年7月中旬 技術提案書等の質問書受付開始

令和2年7月下旬 技術提案書作成説明会

令和2年8月中旬 技術提案書等の質問書回答

令和2年9月上旬 参加表明書受付〆切

令和2年9月中旬 応募要件の確認結果の通知

令和2年10月上旬 技術提案書の受付〆切

令和2年10月下旬 技術対話

令和2年11月中旬 最終技術提案書の受付〆切

令和2年11月下旬 プレゼンテーション

令和2年12月下旬 優先交渉権者の決定

令和3年1月上旬 優先交渉権者への事業説明

令和3年1月下旬 優先交渉権者からの見積（案）提出

令和3年2月下旬 実施設計業務契約、基本協定書締結

実施設計後 実施成果品に基づく、工事費内訳書及び工事費内訳書作成条件書提出

令和4年9月上旬 価格等交渉

令和4年9月中旬 工事見積書提出要請

令和4年9月中旬 工事契約締結



p.11
競争参加資格要件【一般的資格要件】１／３
本事業の競争参加資格要件は、以下を想定している。

（1）次に掲げる事項に該当しない者であること。
① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

② 建設業法（昭和24年法律第100号）第3条の規定による許可その他の法令の定めにより営業に関し資
格を必要とする業種について、その資格を有しない者

③ 参加表明書の提出期限の日（以下「審査基準日」という。）から起算して2年前の日以降において、
次に掲げる事項に該当したと認められる者（法人である場合には、その役員であった者でその行為
について相当の責任を有する者、個人である場合においては、その支配人又は法定代理人であった
者で、その行為について相当の責任を有する者を含む。）

ア 公社との契約の履行に当たり、故意に工事等を粗雑にし、又は工事等の材料の品質若しくは数量
に関し不正の行為をした者

イ 公社が執行した競争入札において、公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しく
は不正の利益を得るため連合した者

ウ 公社との契約において、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた
者

エ 公社が行う監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
オ 公社との契約において、正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 公社との契約により、契約の後に代価を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の

事実に基づき過大な額で行った者

④ ①から③までに該当する者を本プロポーザルの参加の代理人として使用する者

⑤ 技術提案書の重要な項目について虚偽の記載をする者又は必要な事項について記載しない者
⑥ 経営状態が著しく不健全であると認められる者



p.12
競争参加資格要件【一般的資格要件】２／３

本事業の競争参加資格要件は、以下を想定している。

（2）審査基準日から設計業務に係る契約締結までの期間において、名古屋高速道路公社が行う契約からの
暴力団排除に関する合意書（平成19年7月2日付け名古屋高速道路公社総務部長・愛知県警本部刑事部
長締結）に基づく排除措置を受けていないこと。

（3）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再
生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者（手続開始の決定
後、公社が別に定める手続に基づく一般競争有資格業者の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

（4）審査基準日から設計業務に係る契約締結までの期間において、工事等の契約に係る指名停止等の取
扱要領（平成9年通達第8号）に基づく指名停止を受けていないこと。



p.13
競争参加資格要件【一般的資格要件】３／３

本事業の競争参加資格要件は、以下を想定している。

（5）参加表明書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、
上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、名古屋高
速道路公社一般（指名）競争入札心得（平成18年通達第27号）に抵触するものではないことに留意す
ること。

① 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。

ア 親会社等と子会社等の関係にある場合
イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

② 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等の一方が再生手続が存続中
の会社等又は更生会社である場合は除く。

ア 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

③ その他適正さが阻害されると認められる場合
組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記①又は②
と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。



p.14
競争参加資格要件【会社に求める要件】１／２

（6）下記の「①土木工事を施工する者」及び「②鋼橋工事を施工する者」のうち、該当する要件を全て
満たす単体又は該当する要件を全て満たす異工種JVであること。
異工種JVの構成については、「土木工事」及び「鋼橋工事」とし、各工事種別を担当する構成員は
「土木工事」においては、最小1者、最大3者、「鋼橋工事」においては、最小1者、最大6者とするこ
と。構成員の総数は最小2者、最大9者とすること。

① 土木工事を施工する者

ア 単体又は異工種JVの構成員の土木工事を施工する者のうち少なくとも1者は、愛知県内に本店、
支店又は営業所が所在すること。

イ 公社の「一般土木工事」に係る令和2・3年度の一般競争有資格業者の決定の際に、等級の格付け
がA等級及びB等級の者とし、単体の場合はA等級のみ、異工種JVの場合の組合せはA等級のみの
組合せ又はA等級とB等級の組合せとする。なお、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき
更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再
生手続開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後、公社が別に定める手
続に基づく一般競争有資格業者の再認定を受けていること。

ウ 単体又は異工種JVの土木工事を施工するすべての構成員が、平成12年度以降に、以下に掲げる工
事を単体又は共同企業体として完工した実績（元請に限る。）を有すること。なお、共同企業体
の構成員（代表者を含む。以下同じ。）としての完工実績は、出資比率20％以上の場合のものに
限る。異工種JVとしての実績は、協定書上の分担工事の実績のみ工事の実績として認める。

・ 名古屋高速道路又は市街地※1における道路橋において、場所打ち杭（杭径1.5m以上）の施工実
績を有すること

※1 市街地とは、総務省統計局国勢調査による人口集中地区（DID地区）をいう。なお、実績は工
事施工期間時点でDID地区。



p.15
競争参加資格要件【会社に求める要件】２／２

② 鋼橋工事を施工する者

ア 単体又は異工種JVの構成員の鋼橋工事を施工する者のうち少なくとも1者は、愛知県内に本店、
支店又は営業所が所在すること。

イ 公社の「鋼橋工事」に係る令和2・3年度の一般競争有資格業者の決定の際に、等級の格付けがA
等級及びB等級の者とし、単体の場合はA等級のみ、異工種JVの場合の組合せはA等級のみの組合
せ又はA等級とB等級の組合せとする。なお、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生
手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手
続開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後、公社が別に定める手続に
基づく一般競争有資格業者の再認定を受けていること。

ウ 単体又は異工種JVの鋼橋工事を施工するすべての構成員が、平成12年度以降に、以下に掲げる要
件をすべて満たす工事を単体又は共同企業体として完工した実績（元請に限る。）を有すること。
なお、共同企業体の構成員としての完工実績は、出資比率20％以上の場合のものに限る。異工種
JVとしての実績は、協定書上の分担工事の実績のみ工事の実績として認める。

・ 名古屋高速道路又は市街地※1における道路橋において、連続鋼床版箱桁橋又は同等以上※2の製
作及び架設工事の施工実績を有すること。

※1 市街地とは、総務省統計局国勢調査による人口集中地区（DID地区）をいう。なお、実績は工
事施工期間時点でDID地区。

※2 連続鋼床版箱桁橋と同等以上とは、連続桁であるトラス橋、アーチ橋、ラーメン橋、斜張橋、
吊橋等、連続鋼床版箱桁橋と同等以上の技術を要する橋梁とする。



p.16
競争参加資格要件【配置予定技術者に求める要件】１／７

（8）現場代理人及び統括技術者（異工種JVに限る。）並びに次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者、設計管理技術者、設計担当技術者及び設計照査技術者（以下「配置予定技術者」とい
う。）のうち、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者については、工事の契約締結日の翌日から
工事完了まで配置すること。なお、主任技術者又は監理技術者は、工事契約締結後の実際の施工期間
において本事業の工事に専任で配置できること。

また、設計管理技術者、設計担当技術者及び設計照査技術者については、実施設計の業務期間にお
いて配置できること。

異工種JVの場合に限り、全体の工程管理、異なる工事種別の工事（以下「各工事」という。）間の
工事調整等を行う統括技術者を、実施設計の契約締結日の翌日から工事完了まで本事業に配置するこ
と。（統括技術者の専任期間については、工事契約締結日の翌日から工事完了までとする。）

設計管理技術者は、設計業務全体の技術上の管理を行うものとする。

工事の中断、休止により、担当する主任技術者又は監理技術者を再度配置する場合は、工事の中断、
休止前に配置した技術者を配置することを原則とする。
なお、現場着手は令和4年9月頃を予定している。
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① 土木工事を担当する主任技術者又は監理技術者は、以下のア又はイのいずれか及びウに該当する者で
あること。

ア 建設業法（昭和24年法律第100号）第27条及び建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第27条の
3の規定による技術検定のうち、1級土木施工管理に関する検定種目に合格した者（以下「1級土
木施工管理技士」という。）

イ 技術士法（昭和58年法律第25号）第6条及び技術士法施行規則（昭和59年総理府令第5号）第11条
の規定による第二次試験のうち、［建設部門（土質及び基礎）］又は［総合技術監理部門（建設-
土質及び基礎）］に合格し、かつ、同法第32条の規定により技術士登録簿に登録を受けた者（以
下「技術士［建設部門（土質及び基礎）］又は技術士［総合技術監理部門（建設-土質及び基
礎）］」という。）

ウ 以下に揚げる要件を満たす工事の経験を有する者であること。平成12年度以降に単体又は共同企
業体として完工した工事の経験（元請に限る。）を有すること。なお、共同企業体の構成員とし
ての完工した工事の経験は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。異工種JVとしての工事の
経験は、協定書上の分担工事のみ工事の経験として認める。

・ 名古屋高速道路又は市街地※1における道路橋において、場所打ち杭の施工実績を有すること

※1  市街地とは、総務省統計局国勢調査による人口集中地区（DID地区）をいう。なお、実績は工
事施工期間時点でDID地区。
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② 鋼橋工事を担当する主任技術者又は監理技術者は、以下のア又はイのいずれか及びウに該当する者で
あること。

ア 1級土木施工管理技士

イ 技術士法（昭和58年法律第25号）第6条及び技術士法施行規則（昭和59年総理府令第5号）第11条
の規定による第二次試験のうち、［建設部門（鋼構造及びコンクリート）］又は［総合技術監理
部門（建設－鋼構造及びコンクリート）］に合格し、かつ、同法第32条の規定により技術士登録
簿に登録を受けた者（以下「技術士［建設部門（鋼構造及びコンクリート）］又は技術士［総合
技術監理部門（建設－鋼構造及びコンクリート）］」という。)

ウ 以下に揚げる要件を満たす工事の経験を有する者であること。平成12年度以降に単体又は共同企
業体として完工した工事の経験（元請に限る。）を有すること。なお、共同企業体の構成員とし
ての完工した工事の経験は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。異工種JVとしての工事の
経験は、協定書上の分担工事のみ工事の経験として認める。

・ 名古屋高速道路又は市街地※1における道路橋において、連続鋼床版箱桁橋又は同等以上※2の架
設工事の施工実績を有すること。

※1  市街地とは、総務省統計局国勢調査による人口集中地区（DID地区）をいう。なお、実績は工
事施工期間時点でDID地区。

※2  連続鋼床版箱桁橋と同等以上とは、連続桁であるトラス橋、アーチ橋、ラーメン橋、斜張橋、
吊橋等、連続鋼床版箱桁橋と同等以上の技術を要する橋梁とする。
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③ ①及び②において監理技術者は、建設業法第26条第2項に規定する技術者であり、参加表明書の提
出時に監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

④ 異工種JVの場合は、土木工事を担当する者の中から①の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を
配置し、鋼橋工事を担当する者の中から②の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を配置するこ
と。単体の場合は、①及び②の要件を満たす主任技術者又は監理技術者をそれぞれ配置すること。

※配置予定の主任技術者及び監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係認められる者である
こと。恒常的な雇用関係とは、参加表明書提出以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。

※①及び②に示す、要件の審査については土木工事・鋼橋工事からそれぞれ代表する一名について審
査することを意味している。

※④については①及び②の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を少なくとも一名は配置すること
を意味している。



p.20
競争参加資格要件【配置予定技術者に求める要件】５／７

⑤ 土木工事の設計を担当する設計担当技術者及び設計照査技術者は、以下のア又はイのいずれか及びウ
を満たすこと。

ア 技術士［建設部門（土質及び基礎）］又は技術士［総合技術監理部門（建設-土質及び基礎）］

イ 技術士［建設部門（鋼構造及びコンクリート）］又は技術士［総合技術監理部門（建設－鋼構造
及びコンクリート）］

ウ 平成12年度以降参加表明書提出日までに完了した、同種業務の実績を有すること。
同種業務：都市高速道路※3又は高規格幹線道路における橋梁の設計業務

※3:都市高速道路とは、名古屋高速道路公社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、
広島高速道路公社及び福岡北九州高速道路公社が建設又は管理する道路をいう。

⑥ 鋼橋工事の設計を担当する設計担当技術者及び設計照査技術者は、以下のア、イを満たすこと。

ア 技術士［建設部門（鋼構造及びコンクリート）］又は技術士［総合技術監理部門（建設－鋼構造
及びコンクリート）］

イ 平成12年度以降参加表明書提出日までに完了した、同種業務の実績を有すること。
同種業務：都市高速道路※3又は高規格幹線道路における橋梁の設計業務

※3:都市高速道路とは、名古屋高速道路公社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、
広島高速道路公社及び福岡北九州高速道路公社が建設又は管理する道路をいう。



p.21
競争参加資格要件【配置予定技術者に求める要件】６／７

⑦ 設計管理技術者は、以下のア、イを満たすこと。

ア 技術士［建設部門（鋼構造及びコンクリート］又は技術士［総合技術監理部門（建設-鋼構造及び
コンクリート）］

イ 平成12年度以降参加表明書提出日までに完了した、同種業務の実績を有すること。
同種業務：都市高速道路※3又は高規格幹線道路における橋梁の詳細設計業務

※3:都市高速道路とは、名古屋高速道路公社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、
広島高速道路公社及び福岡北九州高速道路公社が建設又は管理する道路をいう。

●設計に係る技術者⑤、⑥、⑦は、本事業の履行期間中は、本事業の受注者と雇用関係があること。
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⑧ 統括技術者は、以下のア、イ及びウ又はエのいずれかを満たすこと。

ア 1級土木施工管理技士

イ 技術士［建設部門（土質及び基礎）］又は技術士［建設部門（鋼構造及びコンクリート）］

ウ 以下に揚げる要件を満たす工事の経験有するものであること。平成12年度以降に単体又は共同企
業体として完工した工事の経験（元請に限る。）を有すること。なお、共同企業体の構成員とし
ての完工した工事の経験は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。異工種JVとしての工事の
経験は、協定書上の分担工事のみ工事の経験として認める。

・ 名古屋高速道路又は市街地※1における道路橋において、場所打ち杭の施工実績を有すること

エ 以下に揚げる要件を満たす工事の経験有するものであること。平成12年度以降に単体又は共同企
業体として完工した工事の経験（元請に限る。）を有すること。なお、共同企業体の構成員とし
ての完工した工事の経験は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。異工種JVとしての工事の
経験は、協定書上の分担工事のみ工事の経験として認める。

・ 名古屋高速道路又は市街地※1における道路橋において、連続鋼床版箱桁橋又は同等以上※2の架
設工事の施工実績を有すること。

※1 市街地とは、総務省統計局国勢調査による人口集中地区（DID地区）をいう。なお、実績は工
事施工期間時点でDID地区。

※2 連続鋼床版箱桁橋と同等以上とは、連続桁であるトラス橋、アーチ橋、ラーメン橋、斜張橋、
吊橋等、連続鋼床版箱桁橋と同等以上の技術を要する橋梁とする。

●配置予定の統括技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係認められる者であること。
恒常的な雇用関係とは、参加表明書提出以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
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配置予定技術者の兼任については、下表のとおりとする。

技術者

現
場
代
理
人

統
括
技
術
者

主
任
又
は
監
理(

土
木)

主
任
又
は
監
理(

鋼
橋)

設
計
管
理
技
術
者

設
計
照
査(

土
木)

設
計
照
査(

鋼
橋)

設
計
担
当(

土
木)

設
計
担
当(

鋼
橋)

現場代理人 × ○(1つのみ可能) ○(1つのみ可能) × ×

統括技術者 × × × × × × × ×

主任技術者又は監理技術者
(土木)

○ × × ○(1つのみ可能) × ×

主任技術者又は監理技術者
(鋼橋)

○ × × ○(1つのみ可能) × ×

設計管理技術者 ○ × ○(1つのみ可能) × × × ×

設計照査技術者(土木) ○ × ○(1つのみ可能) × × × ×

設計照査技術者(鋼橋) ○ × ○(1つのみ可能) × × × ×

設計担当技術者(土木) × × × × × × × ○

設計担当技術者(鋼橋) × × × × × × × ○

兼任可：○ 兼任不可：×
※表中の「土木」は「土木工事」、「鋼橋」は「鋼橋工事」、「主任又は監理」は「主任技術者又は監理
技術者」、「設計照査」は「設計照査技術者」、「設計担当」は「設計担当技術者」をそれぞれ示す。
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本事業の技術提案については、下記を想定している。

（1）技術提案評価項目及び評価基準
【評価項目①】
・設計交渉・施工タイプにより契約する事業（設計、施工）の内容の理解を踏まえた
実施手順及び実施体制の提案

【評価基準】
１）理解度：以下である場合に優位に評価する。
・事業目的、現地条件、与条件（技術提案条件書、工事実施に関わる条件書）に対して
適切かつ論理的に整理されており、設計交渉・施工タイプにより契約する事業（設計、
施工）を遂行するに当たって理解度が高い場合

・当該業務が担う社会的な役割、影響等について適切かつ論理的に整理されており、
設計交渉・施工タイプにより契約する事業（設計、施工）を遂行するに当たって
理解度が高い場合

２）実施手順及び実施体制：
業務実施手順を示す設計、工事の実施フロー及び実施体制について、以下である
場合に優位に評価する。

・実施手順の妥当性及び手順上の具体的な工夫があり適切な場合
・本事業の内容、規模に対して十分（具体的）な実施体制が確保されている場合
・異工種ＪＶで実施する場合は意思疎通に関して具体的な工夫があり適切な場合
・工期遵守を目的とした円滑な推進に資する工程管理、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに関する工夫があり
適切な場合
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【評価項目②】
・既設桁と新設桁が一体構造となる環102～環108（新設及び既設）を対象とした工事目的物
（上下部構造）及びその設計に関する提案能力

（課題）
・既設桁と新設桁とが一体構造となる箇所は、歩道側に移設出来ない重要管路等が敷設
されていることから基礎配置に制約がある。また、既設桁を拡幅するにあたり縦目地
を設けない一体構造とすることから改築する上・下部工に対しては、常時、地震時を
含めた構造の成立性及び長期安定性が求められる。そのような条件下における環102～
環108を対象とした箇所の工事目的物及びその設計について提案を求めるものである。

※提案にあたっては、工事目的物（上・下部構造）の提案は１案を上限とすること。
複数の提案があった場合は、記載された１番目の提案を評価対象とする。

【評価基準】
１）的確性：以下である場合に優位に評価する。
・現地条件、与条件を考慮の上、合理的な構造で耐震性、施工性、維持管理性及び
既設構造物への負荷に配慮した提案があり適切である場合

・標準案で示す構造形式と比較し、変更点及び変更理由が提案され適切である場合
・提案する構造形式における設計の整理すべき課題を踏まえた実施方針及び検討ﾌﾛｰ
について具体的な記述があり適切である場合

２）実現性：以下である場合に優位に評価する。
・提案内容に説得力がある場合
・提案された内容について、実施事例、類似事例、設計計算等根拠が示されており、
その妥当性が判断できる場合
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【評価項目③】
・既設供用高速道路及び平面街路への交通影響を考慮した西ＯＦＦ７～西ＯＦＦ１２の
上部工架設工法（仮設物含む）の提案能力

（課題）
・名古屋高速道路は、名古屋圏の経済を支える社会的に重要な道路であり、また当該地区
の平面街路においても名駅近郊に位置しており重交通路線となっている。また当該事業
発注時では施工ヤード等の仕様の前提となる条件が確定できていない。そのような状況
下において、交通影響を考慮した架設工法（仮設物含む）を検討する必要がある。

※１：架設計画、架設ｽﾃｯﾌﾟは１案を上限とする。複数の提案があった場合は、記載された
１番目の提案を評価対象とする。

※２：下記内容の提案は、３案を上限とすること。３案以上の記載があった場合は、４案目
以降は評価しない。

【評価基準】
１）的確性：以下である場合に優位に評価する。
・現地条件、与条件を踏まえ、既設高速道路及び平面街路の交通規制短縮に関する有効
な提案がなされている場合

・現地条件、与条件を踏まえ、現道規制下での架設の安全に関する具体的な提案があり
適切である場合

２）実現性：以下である場合に優位に評価する。
・提案内容に説得力がある場合
・提案された内容について、実施事例、類似事例、設計計算等根拠が示されており、
その妥当性が判断できる場合
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（２）技術提案に関する事項
① 技術提案に当たっては、提案する内容の成立性、妥当性を確認したうえで、技術提案を行うこと。

② 提案する設計及び施工方法等は、理論的な妥当性を有する手法等適切な知見に基づいたものとする。
ただし、評価時において実験や試験・研究による追加検証の実施を見積附帯条件として付加するこ
とがある。

③ 技術提案が本事業に関連する資料で示される要件に対して過度な提案であると判断される場合には、
技術対話で改善を求める場合がある。

④ 技術対話を経た最終技術提案において、提案内容等に改善が認められない場合は、失格となる場合
がある。

（３）技術提案の履行
実際の施工に際しては、技術提案に関わらず実施設計の内容を踏まえ、価格等の交渉の結果、確定
した具体的な仕様、条件を特記仕様書等の契約図書に記載し、当該契約図書の内容を履行する。

（４）技術提案内容の変更について
技術提案書等に記載した内容について遵守すること。（技術提案の採用については協議により決定
する。）
技術提案内容は、実施設計における条件等の変更により、技術提案内容が履行できない場合は、同
等の代替案を提示（協議により決定する）すること。
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実施設計及び価格等交渉に関する基本協定書について

本事業における基本協定書については、下記を想定している。

（仮称）名古屋都心アクセス事業（新洲崎工区）の実施設計及び価格等交渉に関する基本協定書(案)

名古屋高速道路公社と優先交渉権者とは、「（仮称）名古屋都心アクセス事業（新洲崎工区）」に係る
価格等交渉の手続等に関して、以下のとおり基本協定を締結する。

(1)基本協定書項目
第1条：目的
第2条：当事者の義務
第3条：有効期間
第4条：設計等
第5条：事前協議
第6条：本工事契約の締結に向けた価格等交渉の手続等
第7条：価格等の交渉が不成立となった場合の手続等
第8条：価格等の交渉が不成立となった場合の成果品の取扱い等
第9条：権利義務の譲渡等
第10条：秘密保持等
第11条：協定内容の変更
第12条：準拠法及び管轄裁判所



p.29
価格等交渉１／３

本事業における価格等交渉については、下記を想定している。

（１）工事契約の締結に向けた事前価格等交渉の手続き

① 発注者は、優先交渉権者の設計進捗に合わせ（協議の時期は別途発注者が設定。想定では、工期の
60％～100％、合計5回程度）、工事費の内訳が確認できる工事費内訳書及び工事費内訳書作成条件
（以下、工事費内訳書等）の作成を依頼する。

② 工事費内訳書等の内容について価格等の事前交渉を行い、改善の余地がある場合には、優先交渉権
者は工事費内訳書等の見直しを行う。

③ 工事費内訳書等の内容を変更する場合は、優先交渉権者は速やかに交渉価格書及び交渉価格書作成
条件（以下、交渉価格書等）を提出する。交渉価格書の総額は、原則提出された工事費内訳書の総
額以下でなければならない。発注者は必要に応じて、交渉目標価格を修正し、修正交渉目標価格を
作成。

※事前価格交渉は、価格交渉（最終）の手続をスムーズに進めることを目的として実施する。
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価格等交渉２／３

本事業における価格等交渉については、下記を想定している。

（２）工事契約の締結に向けた価格等交渉の手続き
① 発注者は、優先交渉権者から成果品の引き渡しを受けたときは、工事費の内訳が確認できる工事費

内訳書及び工事費内訳書作成条件（以下、工事費内訳書等）の作成を依頼するとともに引渡しを受
けた成果品に則り、交渉目標価格を作成する。

② 工事費内訳書等の内容について価格等の交渉を行い、改善の余地がある場合には、優先交渉権者は
工事費内訳書等の見直しを行う。

③ 工事費内訳書等の内容を変更する場合は、優先交渉権者は速やかに交渉価格書及び交渉価格書作成
条件（以下、交渉価格書等）を提出する。交渉価格書の総額は、原則提出された工事費内訳書の総
額以下でなければならない。発注者は必要に応じて、交渉目標価格を修正し、修正交渉目標価格を
作成。

④ 工事費内訳書又は交渉価格書の総額が交渉目標価格又は修正交渉目標価格以下で、工事費内訳書作
成条件又は交渉価格書作成条件が妥当と判断された場合は、価格等交渉を成立とする。

⑤ 発注者は、工事費内訳書等又は交渉価格書等に基づき予定価格を作成する。また、価格等交渉の結
果に基づく基本条件図書及び特記仕様書を作成するとともに、工事の工期を定める。工事の工期に
ついては、令和8年12月15日を目安とする。

⑥ 価格等の交渉が成立した場合、発注者は、優先交渉権者に対し、特定通知書、予定価格の根拠とな
る金額を記載しない設計書、価格等交渉の結果に基づく基本条件図書及び特記仕様書を交付する。

⑦ 優先交渉権者は、最終的な工事見積書を提出し、発注者と見積合せを行う。見積金額は工事費内訳
書（又は交渉価格書）以下とすること。
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価格等交渉３／３

（３）価格等の交渉が不成立となった場合の手続等
① 手続き
・工事費内訳書の総額が、実施設計にて作成した成果品の内容を反映して公社が積算した交渉目標価
格又は修正交渉目標価格に対して著しく乖離がある場合で改善の余地がない場合は、価格交渉を不
成立とする。

② 設計成果物の取扱い
ア・公社及び優先交渉権者との間で価格等の交渉の不成立が確定した場合においても、成立した場合
と同様に、実施設計契約に基づく完了検査及び支払を行うものとする。
・次点以降の交渉権者は、必要に応じて当初の受注者の成果品を参考にすることができるものとす
る。

イ・公社及び優先交渉権者の間で価格等の交渉の不成立が確定した場合において、その時点までの設
計成果に優先交渉権者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の法令の定めにより
保護される権利（以下「特許権等」という。）が含まれ又は当該特許権等を使用することが前提と
なっており、前項に基づく設計業務の成果物の無償許諾に加えて次点以降の交渉権者が当該特許権
等（アの基づく成果物の無償許諾の範囲に含まれるものを除く。）の使用を希望するときは、当該
使用者が当該特許権等の使用の許諾を申請するとともに合理的な許諾料を支払うことを前提として、
優先交渉権者は、当該特許権等の使用を許諾するものとする。

③ 配置予定技術者の取扱い
・優先交渉権者との価格等の交渉の不成立が確定するまでは相当の時間を要すると想定されるため、
次点以降の交渉権者と実施設計の契約を締結する場合は、参加表明書の提出時と同等の資格がある
者を配置予定技術者として選定することができるものとする。
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契約変更の取扱い

本事業における契約変更の取扱いについては、下記を想定している。

（1）本事業では、技術提案に係る項目は下記（3）を除き、原則として設計変更は行わない。

（2）本事業では、発注者と優先交渉権者にて、工事契約前に価格等交渉を実施し、価格等交渉の結果に基
づく基本条件図書及び特記仕様書を作成する。

（3）現場調査、関係機関との協議等により提示した条件が変更となる場合及び特記仕様書に示す条件を変
更する場合は設計変更を行い、必要があると認められる場合は契約変更の対象とする。
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その他事項

本事業における、その他事項については、下記を想定している。

（1）本事業における実施設計の契約は、本事業に係る整備計画変更の許可後に実施する
予定である。なお、本事業に係る整備計画変更の許可が得られない場合は取りやめ
る場合がある。本事業における工事の契約は、本事業に係る整備計画変更の許可が
得られなかった場合は、取りやめとする。

（2）本事業は、BIM/CIM(Building/Construction Informaition Management)を導入するこ
とにより、事業の効率化を図ることを目的として実施するBIM/CIM活用業務である。
※利活用については、設計及び工事の事前協議にて決定するものとする。
現時点の利活用の案は、下記のとおりである。

１）下部工、上部工の３次元ﾓﾃﾞﾙ化により、設計及び施工時における
不整合照査、干渉チェック等の設計品質の向上

２）施工計画（架設検討等）の可視化
３）各協議における合意形成時間の短縮と判断迅速化 etc…
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その他事項

（3）新型コロナウイルス感染症予防の拡大防止に向けて一時中止又は業務期間の延長を
行った業務の実績に関わる取扱については次のとおりとします。

１）対象
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止等を行った工事又は業務

２）実績の取扱
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた一時中止等がなければ、参加表明

書を提出する前日までに完了する予定であった工事または業務は、完了したものとして
実績の対象とします。

３）対象とする項目
①応募要件
ア 企業の実績
イ 配置予定技術者の実績

４）提出資料
参加表明書の提出にあたっては、以下の資料を添付すること。
①新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて一時中止等を行ったことを確認
できる書類

②一時中止等を行う前の期間を確認できる書類
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その他事項

（４）一般競争有資格業者の決定を受けていない者の参加について次のとおりとします。

「一般土木工事」及び「鋼橋工事」の一般競争有資格業者の決定を受けていない者も
参加表明書を提出することができる。この場合においてP.14（6）①イ及びP.15（6）②
イ以外の応募要件を満たしているときは、令和２年１０月１日（木）までにP.14（6）
①イ及びP.15（6）②イに掲げる事項を満たすことを条件として応募要件を満たしてい
ることを公社が確認する。当該確認を受けた者は、 P.14（6）①イ及びP.15（6）②イを
満たすため、公社の「令和２・３年度一般競争（指名競争）参加資格審査申請要領（建
設工事）」による令和２年１０月１日（木）認定による決定を受けなければならない。
令和２年１０月１日（木）認定は令和２年８月３１日（月）まで受け付ける。


